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令和５年 第10回農業委員会総会 議事録

１．日 時 令和５年１０月１０日（火）午前９時３８分～

２．場 所 にかほ市金浦庁舎 第３会議室

３．委員総数 １２名

４．出席した委 １番 佐々木純子 ２番 加藤朋光 ３番 佐々木鋼記

員（１２名） ４番 須田貴志 ５番 齋藤一成 ６番 巴 朋之

７番 須藤孝子 ８番 須田 久 ９番 佐藤久美子

10番 森 孝良 11番 遠藤 豊 12番 小林 豊

（傍聴人 なし ）

５．欠席した委

員（０名）

６．総会議長 会長 小林 豊

７．議事録署名 ７番 須藤孝子 ８番 須田 久

委員

８．出席した事 事務局長 小森俊英 副主幹班長 村上裕子

務局職員 主査 齊藤雄介

９．議事日程 第１ 議事録署名委員の指名

第２ 会議書記の指名

第３ 会期の決定

第４ 諸般の報告

第５ 議案審議

報告第１５号 非農地通知書の発行について ・・・【１２件】

報告第１６号 農地の転用事実に関する照会について ・・・【１件】

議案第３７号 農地法第３条の規定による使用貸借権設定の件について

・・・【２件】
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議案第３８号 農地法第３条の規定による所有権移転の件について

・・・【１件】

議案第３９号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定

について ・・・【２件】

◆事務局長 ただ今より、令和５年第10回農業委員会総会を開催いたしま

す。はじめに、会長よりご挨拶をお願いいたします。

（開会 午前９時３８分）

◇会長 おはようございます。

稲刈り真っ最中のお忙しいところ、出席いただきましてあり

がとうございます。

開会前の雑談の中でも話しましたが、今年の夏の猛暑は稲作

はもちろん、畑作物も非常に影響を受けております。今朝のニ

ュースですが、急に寒くなりまして、おでんが売れ出している

ということですが、まともな大根が少なく、平年であれば１本

150円ぐらいだったものが現在300円以上している、ということ

でした。

今後も温暖化の傾向は続いていくと思われます。農業委員会

もそうですけれども、農業関係者みんなで、これまでの考え方

を改めていく、今までの仕組みを改めていくという流れにしな

いと、大変なことになるのではと感じております。

本日、案件は少なめですが総会後に、農業委員会大会や地域

農業者協議会などの協議事項がありますので、皆さんから色々

ご意見をいただきながら進めていきたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。

◆事務局長 ありがとうございました。

これより議事に移ります。議事の進行は、にかほ市農業委員

会会議規則第６条の規定に基づき会長が議長になりまして進め

させていただきます。会長、よろしくお願いします。

◇議長 それでは審議に入る前に欠席者を報告します。本日は欠席の

届け出はありませんでした。

ただ今の出席委員は、委員総数１２名中１２名です。出席委

員は過半数に達しております。よって本日の会議は成立いたし

ます。



- 3 -

◇議長 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。

７番 須藤孝子委員 ８番 須田久委員 の両名にお願い

いたします。

◇議長 日程第２ 会議書記を指名いたします。

会議書記には、本日出席の事務局職員を指名いたします。

◇議長 日程第３ 会期の決定の件を議題といたします。

会議の会期は、本日１日限りと決定してご異議ございません

か。

・・・〈異議なしの声あり〉・・・

◇議長 ご異議ないようですので、会期は本日１日限りといたします。

◇議長 日程第４ 諸般の報告

９月１２日、中央地区の農業委員会会長、職務代理者、事務

局長会議が、秋田市でありました。協議内容は、１１月４日に

潟上市で開催される秋田県農業委員会大会の運営と当日の提出

議案についてでありました。

◇議長 日程第５ 議案審議に入ります。

報告第１５号 非農地通知書の発行について を上程します。

一括して事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書３ページから５ページになります。

非農地認定につきましては、これまでは非農地証明の申請が

されるか、または法務局からの転用事実照会によって農地か非

農地かの判断をして、その結果を通知または回答していたとこ

ろです。

今回の非農地通知は、昨年の農地パトロールにおいて非農地

と判断された農地の一部であります。所有者や土地改良区に非

農地とすることへの意向を確認して、支障ありの意思表示があ

りませんでしたので、こちらから通知を発出したものになりま

す。

はじめに、報告第１５号－１から８についてですが、位置図、

公図を６ページ、７ページに掲載しております。場所は平沢小

学校前にありますＴＤＫの社員寮と「にかほガス」の間にある

一体となっている農地でありまして、農地はもちろん水路等も

管理されていない状況です。
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つぎに、報告第１５号－９の位置図、公図を８・９ページに

掲載しております。場所は、温泉旅館「いちゑ」から北、海側

に約350ｍにある、地目が田の農地です。境界の杭等もないので

正確にはわかりませんが、面積も小さく、道路の法面と一体化

しているのか、農地としての形跡がありませんでした。

続きまして、報告第１５号－１０と１１についてです。位置

図、公図を１０・１１ページに掲載しておりますが、場所は象

潟町大飯郷集落から南東約650ｍにある農地です。山林に挟まれ

るようになっている農地で、当該地に通じる道路も草刈等され

ていないことから、当該農地もかなりの間管理されていないも

のと想像されます。

最後に、報告第１５号－１２についてです。位置図、公図を

１２・１３ページに掲載しておりますが、場所は水沢集落から

北東約750ｍ、仁賀保高原との間の山林の中にある農地です。周

囲が山林であることから、林地化している状況です。

◇議長 報告第１５号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、報告第１５号については

同意することに決定してご異議ございませんか。

・・・〈異議なしの声〉・・・

◇議長 ご異議ないものと認め、同意することに決定いたします。

◇議長 次に、報告第１６号 農地の転用事実に関する照会について

を上程します。事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書１４ページからになります。

農地の転用事実に関する照会が、秋田地方法務局本荘支局よ

りありました。

位置図、公図を議案書１５、１６ページに掲載しております

が、場所は象潟町川袋集落内にある「川袋鮭漁業生産組合」敷

地に隣接する登記地目が田の農地です。今回、地目変更登記申

請にあたり照会があったものですが、当該地は昭和60年６月に

遊漁池として農地転用の許可を受けておりましたので、その旨

回答しております。
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◇議長 報告第１６号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、報告第１６号については

同意することに決定してご異議ございませんか。

・・・〈異議なしの声〉・・・

◇議長 ご異議ないものと認め、同意することに決定いたします。

◇議長 次の議案に移ります。

議案第３７号 農地法第３条の規定による使用貸借権設定の

件について を上程します。一括して事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書は１７ページから１９ページとなります。

議案第３７号－１と２は、どちらも親子間による使用貸借権

の新設であります。

親子間ということで、これまでは権利を設定せずに受人が耕

作しておりましたが、ほ場整備によって換地された農地が含ま

れるため、担い手である後継者への権利設定となったものです。

◇議長 議案第３７号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、はじめに議案第３７号－

１について許可することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可することに決定します。

◇議長 次に、議案第３７号－２について許可することに賛成の方の

挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・
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◇議長 挙手全員ですので、許可することに決定します。

◇議長 次の議案に移ります。

議案第３８号 農地法第３条の規定による所有権移転の件に

ついて を上程します。事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案第３８号は、いわゆる小作地所有権移転であります。申

請地はほ場整備された農地で、譲受人の所有する農地と現況一

枚になっている農地であります。これまでは賃貸借で譲受人が

耕作してきましたが、今年で賃借期間が満了となることから、

所有権移転で話し合っていたものです。売買金額は10ａ当たり

500,000円の490,500円となっております。

◇議長 議案第３８号の説明が終わりました。ご質問、ご意見はござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第３８号について許

可することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可することに決定します。

◇議長 次の議案に移ります。

議案第３９号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定について を上程します。事務局の説明を求め

ます。

◆事務局長 議案書２２ページとなります。

市長より、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定

による、農用地利用集積計画の決定を求められております。

利用権設定の計画が合わせて２件でありまして、うち賃借権

の新規と再設定がそれぞれ１件で、利用権設定の総面積は

12,040㎡です。

以上の計画要請の内容は、旧農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を全て満たしていると考えます。

議案第３９号－１は、賃借権の再設定であります。契約条件

並びに受人の経営状況は議案に記載のとおりであります。
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議案第３９号－２は、賃借権の新設であります。ほ場整備の

換地に伴う利用権の設定で、契約条件並びに受人の経営状況は

議案に記載のとおりであります。

◇議長 議案第３９号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第３９号－１につい

て、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 次に、議案第３９号－２について、原案どおり承認すること

に賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 以上をもって、本日の議事日程は全部終了しました。

これをもちまして総会を閉会いたします。ありがとうござい

ました。

（閉会 午前９時５７分）



- 8 -

本総会議事録は、にかほ市農業委員会会議規則第２７条の規定によりこれを

作成し、その次第に相違ないことを証明するために下記に署名押印する。

令和５年１０月１０日

議事録署名委員

総会議長 会長 印

委 員 ７番 印

委 員 ８番 印


